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旧５条庁舎解体工事におけるＰＣＢ含有のおそれのある電気機器の
不適正処分について
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昨年度市が発注した旧５条庁舎解体工事において、ポリ塩化ビフェ
ニル（PCB）を含有するおそれのある電気機器が、適正に分別・処
理されていなかったことが判明いたしました。
詳細は添付資料にてご確認ください。
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旧５条庁舎解体工事におけるＰＣＢ含有のおそれのある電気機器の不適正処分について 

１ 概要 
 令和７年度に実施した旧５条庁舎解体工事において、解体、処分した蛍光灯の安定器
に付随するコンデンサの一部に微量のポリ塩化ビフェニル（以下「ＰＣＢ」という。）
が含まれている可能性があり、特別管理産業廃棄物として適正に保管及び処理を行う必
要がありましたが、これを行わなかったことが判明しました。 

２ 原因 
 PCB を含有する照明器具は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す
る特別措置法」により、適正な処理が義務付けられていますが、本工事の請負業者が当
該コンデンサにＰＣＢが含まれている可能性を十分に認識しないまま、解体工事を実施
したため。 

３ 当該電気機器の処分先 
 現在、当該コンデンサの処分経路を確認しておりますが、処分先及び処分経路の特定
には至っておりません。 
※ 当該コンデンサに含まれるＰＣＢは、製造メーカーへの確認では、含有していたと

しても微量とのことでありますが、量の多寡にかかわらず適正に処理する必要があ
ります。 

４ 再発防止に向けた本市の対応 
 解体工事の仕様書にＰＣＢ含有機器の事前調査及び分別の取扱いを明記するとともに、
工事の各段階における請負業者に対する確認体制を強化するためのチェックリストを作
成し、その運用について当課職員を対象に職場研修を実施したところです。 

本市が発注する工事において、ＰＣＢ廃棄物の不適正な処分が生じないよう、引き続
き徹底した再発防止策を講じてまいります。 
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